
慶応3年 慶応4年・明治元年 明治2年 明治3年 明治4年 明治5年 明治6年 明治7年 明治8年 明治9年 明治10年 明治11年 明治12年 明治13年 明治14年 明治15年 明治16年 明治17年 明治18年 明治19年 明治20年-
K3.12.9 K4.1.17 K4.2.3 K4.4.21 M2.7.8 M4.7.29 M6.5.2 M8.4.14 M10.1.18（太10達） M13.3.3 M14.10.21 M18.12.22

　三職を置く（第13） 　三職分課職制（第36） 　三職八局職制（第73） 　政体書（第331） 　職員令（第622） 　太政官三院制（第386） 　太政官制潤飾 　漸次立憲政体樹立ノ詔 　太政官内閣制の成立 太政官六部制 　（太政官六部制廃止） 　内閣制度創定 M22.12.24

内閣制度改定

K4.1.12 K4.1.26 M2.2.24 太政官 太政官 太政官 太政官 （憲法制定・国会開設に対応）

（太政官代を九条家に移す） （太政官代を二条城に移す） （太政官代を宮中に移す） （太政官を東京に移す） 太政官 太政官 太政官 太政官 太政官 太政官 ×　内閣
（一般国務[立法・司法・行政]に対する最高輔弼機関）

　三職 　三職 　正院 　正院 　正院（内閣） （正院の称廃止） 　内閣 　内閣

8.10（太政大臣・左右大臣・参議ヲ以テ三職ト稱ス）

　　総裁 　　総裁 × 　　左右大臣 × 太政大臣 　　太政大臣 　　太政大臣 　　太政大臣 　　太政大臣 　太政大臣　 ×　内閣総理大臣　

（萬機を総裁し、一切の事務を決す） （天皇ヲ輔弼シ、庶政ヲ総判ス） 　　（天皇ヲ輔弼シ、萬機ヲ統理ス） （天皇ヲ輔弼シ、立法行政ヲ獻替ス）

K4.1.9 M6.12.27 M9.3.28 M15.1.11

　副総裁 × 　　大納言 × 　　納言 ×　左右大臣 　　左右大臣 　　左右大臣 　　左右大臣 　左右大臣 ×　諸大臣

（内閣顧問） （内閣顧問） （内閣顧問）

M2.1.18

　　議定 　　議定 × 　　参議 　　参議 　　参議（内閣議官） 　　参議 　　参議 M13.2.28 　参議 ×

（議定・参与・弁官分課を定む） （参議、省卿ニ兼任ス） （参議諸卿ノ兼任ヲ罷ム）

7.14 M4.8.-

　　参与 　　参与 × 　　　大中少弁 ×（弁官廃止） 枢密史官 　内史

12.15 M5.10.10 9.22 9.23 M12.3.10 3.25 　　M18.12.26

　　　上参与 　内史 　　内史本課 　　内史本課 × 史官本局（詔勅公文・官位記・賞功牌・翻訳・書籍） × 　　本局（太政官書記官局） 　内閣書記官局 M14.4.30 　　内閣書記官室

　　　下参与 　　履歴課 　　　履歴課 　　　内務課 × 1.29 　　内記課 12.24

総裁局 行政官 　　　 権大少史 　史官 　　監部課 　　　監部課 M7.2.12 × 　   外務課 × 第一科（受付伝達・履歴・舎人） 　　　庶務掛 　太政官書記官局 × × 　　庶務課 記録局

　　大使事務課 　　　財務課 × 　　　財務課 7.3 × × 　　記録課 11.18 　記録課

　　　法制課 × 　　　法制課 法制局 第二科（庶務） 　　　記録掛 3.24 × 　　用度課 10.25 　　会計課 12.23 　図書課

　外史 　　　庶務課 × 　　 履歴課 × 　　本部 3.18 　　　第一局 ×

　　　　主記 　監部課 　　外史 　　庶務課 　　　歴史課 M7.8.30 　   兵務課 × 第三科（記録） 　　　用度掛 　　記録部 　　　記録課 　　　第二局 × 12.24

　　記録課 　　　地誌課 × 　　　翻訳局 × 　　用度部 7.30 　　　用度課 M16.5.11 文書局 × 会計局

　(総裁） 　（輔相） 　　歴史課 　　　翻訳局 　　　修史局 第四科（用度） 　　　翻訳掛 　 (翻訳部） × 6.5 会計局 M17.1.18 × 　恩給課

　（副総裁） 　（弁事）役所 弁官役所 　　地誌課 9.27 M9.10.12 12.26 　恩給局 × 　会計課

　（輔弼） 　（史官） 　　記録局 　　用度課 第五科（理財・政表） 賞勲事務局 賞勲局 官報局

　（顧問） M1.10.29 M3.2.16 M3.12.- M5.8.20 9.20 　　翻訳局 10.21 　編集課

　（弁事） 記録掛 記録編輯掛 記録局 活字課 印書局 　　印書局 　　外史本課 　　外史本課 × 　　法制局 × 3.3 　参事院 M15.3.23 　翻訳課

　（史官） 11.2 M4.6.8 　　　記録課 3.9 　　　記録課 × （第一課・第二課・第三課・庶務課） 　　法制部 × 　　内局 （内局に秘書課・議事課・庶務課・

編輯掛 　政表課 　　　用度課 政表課 　　　政表課 × 　　調査局 × 　　会計部 × 　　外務部 編纂課・図書課・翻訳課・写字課） 賞勲局

M2.5.16 　　　印書局 　　　用度課 × 　　軍事部 × 　　内務部

K3.12.11 　日誌司 　　　博覧会事務局 3.30 　　　印書局 　　　　　　　×(大蔵省へ) 　　内務部 × 　　軍事部 × 法制局

M8.2.28 　　司法部 × 　　財務部 　行政部

　参与役所 　　用度局 （書籍館を文部省へ分離） 　　外務部 × 　　司法部 　法制部

K4.4.18 M2.2.5 4.8 M5.1.- M5.2.8 3.5 × 　　法制部 　司法部

　太政官銅座役所 （会計官貨幣司） 　造幣局 ×（会計官へ） 　博覧会事務掛 　博覧会事務局 M6.3.19 　　会計検査院

（文部省書籍館・博物館合併） 　　　（審査課・簿記課・決算課・編輯課・庶務課） 5.30 会計監査院

M10.1.18　1.27 　統計院 × 統計局 M19.1.9

K4.5.9 M3.7.20 M3.閏10.20 ×　　　　修史館 （修史局） 　臨時修史局

　寺院掛 　（民部省社寺掛　・　寺院寮） M4.1.-     主記 12.2 M10.9.14 （工部省より） 鉄道局

（舎人局）探索役 　式部局 　式部寮 　　式部寮 　（宮内省被附） (正院に被属） 　　式部寮 　（宮内省へ被属） M14.2.14

M3.11.7 （祭事祀典の執行） 　　　儀式課 M7.6.28 　審理局 ×10.28

（宮中庶務は宮内省へ） 舎人局 　舎人局 　× 　　　祭事・記録課 　任叙課

　　　受付・雅楽・印鑑・計算課

K4.2.22 M1.11.13 雅楽局 　雅楽局 × 　　　城中庶務課

　印司 免 11.9 8.4 9.22

　　　　（曲所・楽所・神楽家ノ稱ヲ廃ス） 　儀則課 ×

4.14 5.24 5.31 6.28 7.7 12.9 元老院 元老院 元老院 元老院 元老院 M23.10.20

9.19 11.19 M2.4.12　　　　M2.4.17 5.13 左院 6.24 7.31 左院 元老院 元老院   ×

議事所 議政官 （×） 　議事（体裁）取調局 　議事体裁取調所 　議事取調局 × 議政官［廃］ 　左院  ×（左院廃止） （議官分課） × M12.11.28   M23.10.10

（議定・参与） 大会議 　本局 　本課 議長事務局 M9.6.21 M10.1.18 ×　元老院事務局 　元老院事務局    帝国議会召集

　上ノ議事所 　上局 5.7 会議 　　庶務掛 　　庶務掛 　議事課 　第一課 　第一課 12.7 ×　　上局 　　上局 M22.10.14

上局会議       上議局 税法課 内務課 　　用度掛 　　調査掛 　庶務課 　第二課 　　　1.22　（議案掛・上申往復雑務掛・受付掛・日誌履歴建白掛・会計掛） （議事掛・庶務掛・会計掛） 　臨時帝国議会事務局

5.24 8.1 12.6 8.15 M3.9.10 集議院 8.20 民法課 外務課 　　記録掛 　用度課 　会計課 　第三課 　　   M23.7.11

　下ノ議事所 　下局 貢士対策所 　[閉]   公議所 （下議局） 　集議院 　　（左院被管） × 商法課 財務課 　　編修掛 　記録課 　調査課 　第四課 　第二課 ×　　下局 M13.12.2 　　下局    貴族院事務局

2.3（貢士） 5.27（公務人） 8.20（公議人） 5.16 　　上局 （併合） （公議人・公用人ノ稱ヲ廃ス） 訴訟法課 兵務課 　　調査掛 　編修課 　　　1.22　（翻訳掛・調査掛・訴訟法取調掛） （調査掛・翻訳掛） 　　　　　第一課 　議事課    衆議院事務局

　日誌司  ×（行政官へ） 　　下局 [閉院] 治罪法課 法制課 　　建白掛 　建白課 M9.9.8 　　　　　第二課 　庶務課 M14.3.23 M19.4.20

M2.3.12 刑法課 諸業課  国憲取調局 　　　　　第三課 　調査課 ×　国憲編纂局 ×

　待詔局 　待詔院 9.18 　　　　　第四課 　建白課 6.3

　　上局 M6.4.12 5.12 　訴訟法取調局 　会計課 ×　[閉鎖]

　　下局 　大蔵省地方官会同 × M7.5.2 M7.8.4

7.1 待詔下院 （議院憲法并規則） 5.2 M13.2.27

　地方官会議院 議院 　地方官会議 　[閉]

5.4 8.8 9.22

4.17 5.18 8.- M3.1.28 8.18 （太政官正院）地方官会議御用掛 　地方官会議事務局 × 地方官会議事務局

制度寮 制度事務局 ×（議政官へ） 制度寮 制度取調所 制度局 　（大史局へ） 　　（左院被管）

大史局分課となす

　右院 （常置機関とせず、勅命をもって開設） 　×（右院廃止）

行幸御用掛

K4.2.9 M4.3.25 御巡行御用掛 M17.3.17 12.22

　御親征大坂行幸奉行 M2.5.9 　大嘗会御用掛 M10.11.22 M11.8.1 M12.12.25 　（宮中に）制度取調局 ×

2.9 M2.2.12 M2.4.9 　耶蘇宗徒御処置取調掛 M7.4.5 M8.1.10 7.12 　征討費総理事務局 　（大蔵省中に移す） ×

　御親征行幸御用掛 　軍功賞典取調掛 　賞典取調御用掛 M4.8.10 　台湾蕃地事務局 × × M11.1.31 M12.6.25 M13.10.21 M15.5.27 M16.1.18 M17.4.12 M20.12.24

2.9 　監察使 M5.5.9 （旧蕃地事務局ヲ廃シ 　内国勧業博覧会事務局移転 　内国勧業博覧会事務局（内務大蔵両省間） × 　皇居造営事務局 　皇居御造営事務局 　（宮内省直轄とす） ×

　行幸奉行 M4.3.15 　御巡幸取調御用掛 M8.3.18 残務ヲ大蔵省ニ於テ整理） M12.10.14 M19.1.4

3.- M2.5.8 　御系図取調局 　政体取調局 M10.4.27 M12.3.31 　外賓待遇礼式取調委員長 　臨時官制委員

　大坂行幸御列奉行 　給禄取調御用掛 M3.2.12 　布政使 　佛国博覧会事務局 × M15.8.21 M20.1.24

9.10 M1.12.12 　宣撫使（山口藩乱鎮撫） M7.11.30 M8.2.10 M13.2.18 M14.11.7 　和蘭国萬国博覧会事務局 地方制度編纂委員

　御東幸御用掛 　皇居御造営掛 M2.12.4 M4.3.18 M6.9.- 　大使事務局 × 大使事務掛 　豪州麥普尼府博覧会事務局 × M18.7.27 M19.10.16

9.19 M2.3.20 4.8 　恭明宮御造営御用掛 　各国條約改正御用掛 　大使事務局 　（弁理局） M12.5.21 M13.12.19 　亜細亜大博覧会組織取調委員 ×

　御東幸道中監察御用掛 民政取調御用掛   ×（民部官設置） M8.5.2 M10.6.30 M10.12.25 　濠州悉徳尼府博覧会事務局 × M14.2.24 3.11

M3.6.18 　米国博覧会事務局 × 　刑法草案審査局 [閉] × M19.8.6 M20.11.9

2.16 　特例辨務使（英国） 10.24 　法律取調委員会 　（司法省に開設）

　外国人上京参内御用掛 M1.12.朔日 M2.4.9 M3.11.27 M7.7.14 　治罪法草案審査局 [閉] ×

　御列御用掛 　東京絵図取調御用掛 　国法会議 　特例辨務使（清国福建） M13.5.10 M15.3.13

M2.6.18 　陸軍刑法草案審査局 M14.11.12 ×

8.12 M1.12.12 　祭祀行幸御用掛 M13.10.15 （三局の事務を内閣書記官局へ引渡）

　御即位新式取調御用掛 　静寛院宮御上京御用掛 外国条約改締書案取調局 　海軍律刑法審査局 ×

M2.7.6 M2.8.- 6.1 M19.3.31

　御即位御用掛 M1.11.13 　領客使 × 　民法編纂局 ×（事務を司法省に属す）

　東北諸藩賞罰取調掛 M2.4.27

M1.10.晦日 　宮公卿取締 6.7 12.1

　政体律令取調御用掛 　海上裁判所訴訟規則審査局 × [閉鎖] 3.31 M17.5.24 M19.3.23 M20.4.19

9.18 （太政官法制部） 　商法編纂委員会 ×　会社条例編纂局 　商法編纂委員 ×

　軍艦購買御用掛 9.4 （会社条例・破産法編纂委員）

M1.11.23 海上裁判所聽訟規則審査局 × [閉鎖] M19.2.17 M20.9.17

　奥羽府県取調掛 　臨時建築局 （内務大臣の管理に属す）

M14.1.17 4.4

日本海令草案審査局 　(審査中止） [閉鎖]

9.24 M15.3.13

会社并組合条例審査局 ×

M14.1.22

神官教導職会議

（神道会議事務局）

12.16

日本薬局方編纂局

6.28

官有財産管理法取調委員会

7.27 8.4 M15.11.20 M17.1.23

登記法取調委員会 　登記法取調掛 ×　登記法取調局   ×

　（内務省に事務を委す）

内閣

5.15 M3.1.24 留守官 8.23 （行政権のみの最高輔弼機関）

 留守官 　　（京都府へ合併） 　×

M3.1.24

　留守官触使ヲ置ク 神祇官 M4.8.4 8.8 M5.3.14 10.25 教部省 M7.1.9 教部省 M10.1.11

神祇事務科 神祇事務局 神祇官 　神祇官 神祇省 ×教部省 　（文部教部両省合併） （音楽歌舞の事務内務省へ引渡） ×（教部省廃止）

8.3

M2.3.14 7.9 　諸陵掛 ×

　（太政官）教導局 ×

7.8 10.9

宣教使 （神祇官被接） 宣教使 4.14 4.25

K4.2.27 K4.7.28 M2.3.- 8.16 9.17 教導職

　山陵修補奉行 　山陵総管 （会計官営繕司管山陵修繕事務） × 　諸陵寮 M3.12.22 ×

（会計官知事兼任） （土木司陵墓修繕事務を管す）

8.15

　山陵御用掛

M1.11.10 外務省 外務省 外務省 外務省 外務省 外務省 外務省 外務省

外国事務科 外国事務局 外国官 外務省 外務省
（大坂裁判所内ニ置ク） （京都） 　触使ヲ置ク M3.4.- 8.12 M6.1.- M18.12.26

　書簡掛 　職務課 ×　辨事局 11.7 M7.6.24 12.1 　大臣官房

　編輯掛 M3.5.7 8.10 　　　　編輯課 　　　記録編輯課 　記録局 　記録局 　記録局

M2.2.22 M2.5.16 　官省掛 　文書司 × 　　受付課 M19.2.27

　通商司 　府藩県掛 11.6　11.7 　　編輯課 　総務局

　応接掛 　官省課 ×　　往復課 ×　　受付課

　貿易掛 　取調局 　取調局

　公事訴訟掛 　公書課 ×　　免状課 ×　　官紀課 　× M18.4.14

　出納掛 M10.9.5 　翻訳局 　翻訳局

　公使館延遼館掛 　各港課 ×　　電信課 × 　翻訳課 　翻訳局 ×

　庶務掛 　公信局 M16.8.10 　公信局 　×

　翻訳法書課 ×　外事左局 　　修好課 M15.11.- 　×　亜細亜部

　本局 　本局 × 　審査部

　編集課 ×　外事右局 　　受付課 × 　　通商課 11.- 　×　欧米部 M17.6.9

M3.12.26 M4.2.2 　　清書謄写課 × 　翻訳部 ×

　洋語学所 　   考法局 M8.1.14 　　官紀課 × 　通商局

　公信課 　公信局 　公信局 　庶務局 　庶務局 　×

　語学課 ×　翻訳局 　　公使課 × 　　儀式課

M3.12.26 2.8 　　領事課 × 　　用度課 M16.12.12

　漢語学所 　　 庶務局 　　検査課

6.23 　　書記課

　庶務課 ×　　書庫課 × 　　会計課 M12.9.- 　会計局 　会計局

　　出納課 9.- 出納局 　　支給課

5.5 　　　　秘書史 × 　　用度課 用度兼庶務課 　　出納課

（文部省へ引渡）

M2.4.8 8.11 M3.7.10 民部省 M4.7.27 M6.11.10 内務省 内務省 内務省 内務省 内務省

内国事務科 内国事務局 × 民部官 民部省 　（民部大蔵両省併合） 　（民部大蔵分省） 　×（民部省廃止） 　内務省 内務省
　　　6.4 8.9 閏10.20

聽訟司 聽訟司 　聽訟掛 M7.1.9 　M10.1.11

K4.3.12 　　　5.2 6.4 7.22 7.24 　勧業寮 勧農局 M18.6.25 M19.1.16

　民政掛 　民政役所 × 庶務司 　　庶務司 　× 　官房 　官房 　大臣官房

（戸籍地図・済貧養老賞典・金穀出納・雑事諸掛） M9.4.17 M12.7.11 M14.1.14

K4.4.1 　警保寮 　警保局 警視局 　警保局 　総務局 　総務局

宿駅役所 ×　駅逓役所 5.11 M11.12.27 M12.4.1 （警視局獄事掛より）監獄局 7.18 （戸籍課・図書課）

　勧商局 　（大蔵省へ） 　　集治監 　警保局

4.29 　　集治監

　駅逓司 　戸籍寮 　戸籍局 　戸籍局 ×

土木司

　駅逓寮 駅逓局

物産司 M3.9.7 M3.12.18

　勧農局 × 　土木寮 土木局 　土木局

5.3 M4.2.- 7.17 M12.5.16 （治水課・道路課・計算課）

開墾局 　　開墾局 　　× 8.30 山林局

　地理寮 9.28 10.23 地理局 M17.1.23 　地理局

8.20 7.22 　図書寮 　内局

　　地理司 　地理司 6.12 　図書局 　×

　測量司 　職務掛 8.8 10.20 ×

M8.1.25 　往復掛 往復掛 　往復課 　県治局 　県治局

7.27 9.18 　　往復課 11.15 5.30 M9.1.4

　　租税司 社寺掛 寺院寮 　× （社寺の事務大蔵省に属す） 　　職務課 　第一局 　第一局（庶務） 　庶務課 　庶務局 　×

　　受付課

M3.3.19 　　庶務課 　第二局 　第二局（記録） 8.10 社寺局 　社寺局

　　監督司 　鉄道局 鉄道掛 M4.1.24 　　記録課 6.28 7.17 　授産局（臨時） M16.12.28 M17.8.11

　郵便役所 　第三局 　第三局（翻訳） 　翻訳課 （社務課・事務課・庶務課） ×[教導職　廃]

M15.3.24 M20.12.25

　　通商司 電信掛　　電信機掛 　（文部省准刻課より） 　准刻局 M11.9.2 　造神宮使 M17.1.23 　造神宮使庁

M4.1.30 　取調局 　×

　勧業局 M4.7.17 　用度課 　第四局 　第四局（用度） 　用度課 M12.3.15 4.7

　　鉱山司 （開墾・種芸・牧畜・生産の諸掛を置く） 　主計課 臨時取調局 　×

　第五局（主計） × 　会計課 会計局 　会計局

燈台掛　　燈明台掛 M4.1.30 1.7

　山林局 主計課

M15.1.20

製鉄掛　　横須賀製鉄所掛 M8.3.30 　統計課

　博物館 　第六局（博物館） 　博物館 　博物局

7.4 7.31 11.18 6.27 7.17

諸規則取調掛 － 規則草案取調所 （第一局第二課へ） 第七局（衛生）　　　衛生局 　衛生局

1.15 M14.1.14

元.6.19 　東京警視庁 × 　警視庁

長崎府製鉄所御用掛

K3.12.27

金穀出納所 × M8.3.24 地租改正事務局 地租改正事務局 地租改正事務局 M14.6.30 M15.6.28 9.14

K4.1.21 地租改正事務局（内務大蔵両省間に設置） × 石油試験取調委員局 　×

会計事務裁判所 ×

M2.3.30 8.11 M3.7.10 大蔵省 大蔵省 大蔵省 大蔵省 大蔵省 大蔵省 大蔵省 大蔵省

会計事務科 会計事務局 　会計官 大蔵省 （民部大蔵両省併合） （民部大蔵分省） 大蔵省
（東京）

K4.2.25 7.25 M12.12.9 M13.5.8 6.27 7.7 M18.12.16 M19.1.16 2.27

銅会所 　鉱山司 　造幣寮 　×　本局 × 　官房 大臣官房

　（本局議案課より）

　銅山局 　銅山司 （本局銀行課より） （本局用度課より）

K4.2.9 M17.5.20

　修理職 　　租税局 ×

　勘使賄方 7.27 8.10 総務局

　出納司 　出納司 　出納司 　出納寮 ×　関税局 ×

M14.2.15 主税局 主税局

　用度司 　戸籍司 戸籍寮 　　 検査局 　×（会計検査院分局） ×（太政官　会計検査院に合併）

8.19 3.20 関税局

5.8 　　社寺課 （神祇省直管外の社寺を管す） 10.9 （租税寮中地理勧農之事務） 7.20 　　 国債局 国債局

　駅逓司 　監督司 　監督司 　租税寮 ×　

7.25      出納局 出納局

M2.8.- 8.19 （租税寮中に）地租改正局

　営繕司 ×（民部省土木司へ） 　勧業司 　勧業寮 　勧農寮 × 　　 造幣局 造幣局

　　　　　　　 M13.3.8 6.19

M2.2.5 4.8 　精算局 　調査局 調査局 ×　主計局

　貨幣司 （太政官造幣局へ） 造幣局 　 　紙幣司 　紙幣寮 ×　 M11.12.10

K4.8.- 　　 紙幣局  印刷局 印刷局

　造幣所 　監督司 × M15.11.4 M17.5.8

　税銀司（開設せず） 　鉱山司 　統計司 　統計寮 ×　常平局 　庶務局

3.15 M2.6.- 　　 記録局 記録局

　商法司 　× 　用度司 × 10.9 M12.1.9

　検査寮 × 　商務局

5.16 12.9

　民政司（開設せず） 　通商司 7.5 　正算司 × 　書記局 書記局 ×

×　（事務は省管轄） 9.13 M6.4.29 7.17 10.10

5.10 　聴訟所 　判理局 × 国債寮 × 　議案局 議案局 ×

　租税司 （聴訟事務を司法省へ） 5.8

　駅逓司 　駅逓寮 6.- 　銀行局 銀行局

M1.10.18 M2.1.- 　 7.3 1.25 　條約改正事務掛 M14.6.27

　鎮将府会計局 　会計官出張所 　訴訟所 　諸務局 × 　会計局 会計局

5.- 10.10

10.8 9.2 　会社条例取調掛 × M12.5.7 M14.11.24 M15.6.30 5.25 M18.5.30

　営繕司 　営繕司 　営繕寮 　土木寮 7.17  臨時火災保険取調掛 （議案局所属） 　預金規則取調掛 　預金局 預金局

　建築局

M13.3.19 12.5 M17.5.9 金庫局

　外国品調度掛 日本鉄道会社会計監督掛

8.9

M2.11.-　（民部大蔵両省隷属） 　度量衡改正掛 （本局へ）

　改正掛 　記録寮 ×

6.7 M5.2.2 1.12

外国掛 ? 　負債取調掛 8.15 12.28 M9.4.13

6.14 　蕃地事務取扱掛 × 　旧蕃地事務局残務掛 ×

　翻訳局 11.15

　汽船掛 ×

M18.4.10

　国防会議（帷幄ノ中ニ置ク）

兵部省 M5.2.27 陸軍省 陸軍省 陸軍省 陸軍省 陸軍省 陸軍省

海陸軍事務科 軍防事務局 軍務官 兵部省 × 陸軍省 陸軍省

2.20 3.9 M18.6.4

　御親兵掛 ×　近衛局 　近衛 　近衛

7.- M6.3.24 M9.1.15

　陸軍部 　官房 　官房 　官房 大臣官房

M3.閏10.-

　陸軍 　陸軍掛 M12.10.10

11.18 　　秘史局 　第一局　（通報・軍務・庶務） 　第一局（通報・軍務・規制） 　総務局 　総務局

　兵器司

（陸軍調馬厩）

4.25 6.24 8.- 　　軍務局   第二局　（歩兵・騎兵） 　第二局（歩兵・騎兵) 　人員局 　人員局 ×

　陸軍局 　陸軍局 × 　兵学寮 3.17

　輜重局 ×

　　砲兵局 　第三局　（砲兵） 　第三局（砲兵） 　砲兵局 　砲兵局

　築造司 ×

8.- 　　築造局 　第四局　（工兵） 　第四局（工兵） 　工兵局 　工兵局

　兵船司 × 　糺問司 M14.3.11

　憲兵科

M3.2.2 　　会計局 　第五局　（監督・軍吏部会計） 　第五局（会計） 　会計局 　会計局

　馬政司 × 　造兵司 　医務局

置造兵司 2.30 M8.5.9

K4.5.19 M1.12.2 8.- 　　陸軍兵学寮  兵学寮 　× 　第六局（北海道兵備）＜未置＞ 　軍馬局 　騎兵局

　海軍局 × 　武庫司 M14.6.25 2.25

（摂津） （東京） M7.2.2 　東京陸軍病院 　東京鎮台病院

8.- 7.29 　　参謀局 　第六局　（文庫・測量・編纂） ×　参謀局

　会計司 × 10.15 3.1

　　軍医本部 　×

M1.6.20 　　三兵本部 ×

　兵学校 　第七局　（北海道兵備）＜未置＞ 3.31

M3.閏10.- M4.4.23 8.20 M6.1.9 　軍馬局 M17.1.31

　海軍 　海軍掛 　鎮台 　　五管鎮台 　（四鎮台） 　六管鎮台 　七管鎮台

第六局　（北海道兵備）＜未置＞

7.5 5.24 15.9.22

軍医寮 　　海陸軍軍医寮 　軍医寮 　陸軍本病院 　×（東京鎮台に）軍法会議を設置

M5.4.9 M11.12.13 7.24 M21.11.6

　　海陸軍糺問司 　糺問司 　陸軍裁判所 　監軍本部 　× 　法官部

5.25

　教導団 M8.2.3

　　海陸軍造兵司 　造兵司 　× M11.12.5

　参謀本部

　　海陸軍武庫司 　武庫司 　× M18.7.21　7.22 M19.3.18

　　管東局 　×　　　　第一局 　×　陸軍部

　陸軍会議＜未設＞

　　管西局 　×　　　　第二局 　×　海軍部

M15.1.16

　　海防局 　参謀本部海防局 　×

2.27 海軍省 海軍省 海軍省 海軍省 海軍省 海軍省

　海軍部 　　海軍省 海軍省
4.24 10.13 11.2 M7.5.19

　　秘史局 　秘史局 × M16.1.25 M17.1.10

（事務課・文書課・記録課） 　　　事務課 　×　内局 　総務局 　総務局 　×

M9.9.1 M14.5.26 2.1 5.27 M17.12.26

　　　文書課 　× 11.30 　制度取調掛 × 　規程局 M19.2.27

　　　大臣官房

　　軍務局 　軍務局 × 　　　記録課 　× 2.8

（軍事課・規定課・人別課） 　　　　　　（軍事課・規定課） M9.8.31 　軍務局 軍事部 　軍事部 　×　軍務局

　　　人別課 　× M15.11.15 　統計課 1.10

調度局

　　造船局 　会計局 　会計局

（出納課・調度課・倉庫課・営繕課） 9.1 翻訳課 12.-

　主計本部

　　水路局 　主船寮 　主船局 　 　主船局 　×　艦政局

3.7 　水路局 　水路局 　×

　　会計局 　翻訳局 　水路寮

M8.5.8

　兵器局 　兵器局 　×

M17.12.15

　 　　海軍兵学寮 　兵学寮 　軍医本部 　×

　　造兵司 9.20 M8.2.7 　医務局

　　武庫司 　水雷製造局 （武庫司へ） （武庫司・造兵司） M10.2.25 10.30 M12.8.23  水雷術練習掛 　9.13 水雷練習所 M16.2.6 　水雷局 ×

　臨時海軍事務局 　×

　　水兵部 　水兵本部 M17.4.1 　東京軍法会議 12.25

　東海鎮守府 　横須賀鎮守府

（海軍病院より）軍医寮

　西海鎮守府

　　提督府 　裁判所

10.13 　海軍兵学校

　提督府 　第二仮提督府

M11.6.4 M14.7.28

M6.6.29 　第一提督府 　兵学校附属機関学校 　海軍機関学校

　　機関司 ×

M2.7.8 12.14 M4.7.18 10.25 文部省 文部省 文部省 文部省 文部省 文部省 文部省

大学校 　大学 　文部省 　（文部教部両省合併） 文部省

元.11.3 元.12.14

元.5.17  大学校代掛 　学校知学事 9.29 12.- 4.15 9.29 M10.1.17 2.27 M14.3.29 M14.10.24 M18.2.9 M18.12.28 M19.2.27

　学校掛 　職員課 　職務課 　職員掛 （附属書記） 　内記所 　内記局 　内記課 　内記局 ×　大臣官房 　大臣官房

6.- 9.19 M15.4.27

書記掛 　受付掛 　褒賞課

元.9.17 7.30 9.28 M6.3.5 M13.3.25

　皇学所御用掛 　受付課 　× 　文書局 　官立学務局 　専門学務局 　学務一局 ×　 　総務局

M7.1.15 9.15　　　　9.30

　督務詰所 　督務局　　（督学局へ合併） 　

元.9.23 3.23 M8.6.22 12.28

　漢字所御用掛 　医務局 （内務省へ衛生事務移管） 　地方学務局 　普通学務局 　学務二局 ×　学務局　 　学務局

7.30 M5.10.13 7.3（文部省内ニ仮設） 1.12 M11.12.28

　南校掛 　× 第一大学区督学局 各大学区合併督学局 　×学監事務所 　× 　報告局 　報告局 ×

M16.5.23

　文書課 　官報報告掛

9.29 12.- 10.8 7.4 9.19

　教師課 　学務課 　学務局 　× 　編輯局 　編輯局

（学務局製本課）

9.29

　東校掛 　× 　学校課 　学務課 　庶務局 　　　視学部

M11.9.6 10.25

学務課体操取調掛 （体操伝習所へ）

9.18　　　　　　　9.29

　出版検査掛　　書籍課 （学務課教授人掛） 　教師課 　会計局 　会計局

10.14

　調査課

7.30 M12.10.7 12.28

　記録課 　× 　音楽取調掛 　音楽取調所 （官房所属）

9.18 9.13 10.- 10.31

　編輯寮 　　× 　教科書編成掛 　編書課

9.29 9.29

　会計課 　用度課 　用度局 　会計課

3.19

　博物局 　（博覧会事務局へ併合）

M3.2.12 M3.8.14 M4.-.- M5.4.18 3.5

　天文暦道局 　星学局　 　天文局 　 　南校に移す 　報告課

　　　（在京都） 　　（在東京）

　　天文暦道御用掛 　弘暦掛 2.27 9.29

　築造局 　×

9.15 M8.6.22

　書器課 　准刻課 (内務省へ准刻事務移管）

M5.4.28 3.19 M8.2.28 4.8 M10.5.8

　書籍館 　（博覧会事務局へ併合） 書籍館 書籍館 　（東京府へ移管）

M14.4.7 農商務省

農商務省 農商務省

M18.1.26 M18.12.28

　書記局 　書記局　　×　大臣官房

4.21 6.25

　　　博覧会掛 　博覧会掛

M16.3.2 2.27

　　　安積疏水掛 　安積疏水掛 　疏水掛 (内務省へ） 　総務局

11.1

　庶務局 　庶務局　 　×

　農務局 　農務局

M15.2.3

（農務局地質課より）地質調査所 　　　　　　　　　地質局

　商務局 　商務局

M16.4.23 M20.12.27

　農書編纂掛 　特許局

　工務局 　工務局

4.20

　専売特許所 　専売特許局

M16.6.5

　山林局 　山林局

5.30 M14.6.25 2.20

　皇城御造営材御用掛 　皇城建築御用材掛 （農務省水産課より）水産局 　水産局

　駅逓局 　鉱山局

M15.4.7

（管船課より）管船局

　博物局 　博物局　　　 ×

　会計局 　会計局

M15.10.19

　統計課

M15.3.2

　農商工上等会議 　[開会停止]

M15.3.27 M16.1.29 M19.1.26

開拓使引継事務取調掛 　北海道事業管理局 北海道事業管理局 ×（北海道庁）

M3.閏10.20 工部省 工部省 工部省 工部省 工部省 工部省 工部省 ［工部省廃止］ M18.12.22

工部省 × 逓信省

12.19 M4.8.14 M10.1.10 M16.9.22

　鉱山司 　鉱山掛 　鉱山寮 　鉱山局 × 　大臣官房

　総務局 （鉱山・工作関係事務は農商務省へ、営繕事務は内務省へ）

　閏10.22 M5.10.20

　　製鉄所掛 　製鉄寮 （製作寮へ） 　総務局

M20.3.11

　鉄道掛 　鉄道寮 　鉄道局 （内閣へ） 　駅逓局 　×

　内信局

　燈明台掛 　燈台寮 　燈台局 　電信局 　×

　外信局

　伝信機掛 　電信寮 　電信局 　灯台局

　工務局

M4.7.27

　土木寮 　土木寮 　管船局

　為替貯金局

M6.11.19

　製作寮 　会計局

　工作局 ×

　工学寮 　庶務局 　×

7.30 M15.8.19

　工業寮工学校 　工部大学校 （本省直属）工部大学校 （文部省へ）

M8.6.28 11.25 M16.2.21

　　測量司 　営繕局 　営繕寮 　営繕局 　営繕課 ×

3.29

　勧工寮 （製作寮へ） 　記録局 　×

M6.4.8 4.28 M9.2.19 M14.8.3

　造船寮 （製作寮へ） 　技術局 　検査局 　検査局 ×

12.19 M4.1.- 7.1

　文書掛 　文書局 　庶務局 　書記局 ×

10.5

　書記局

12.19 M4.1.-

　会計掛 　会計局 ×

10.5 M15.3.7

（会計局倉庫課） 　倉庫局 　倉庫局 　用度課 ×

M18.5.5

　屯田兵本部

M2.5.22

　蝦夷開拓御用掛

M2.正.5

　箱館産物取調御用掛 （内務省より）

開拓使 M4.5.- 8.7 開拓使 開拓使 M8.12.28 開拓使 開拓使 開拓使 M15.2.8 2.25

　開拓使 　×　[廃] 　（旧開拓使裁判事務司法裁判所管理）

（庶務・金穀・開墾・運漕・生産・刑法・資生館・病院の諸掛） （記録局・民事局・会計局・工業局・物産局・学務局・刑法局）

M6.6.- M7.6.- M8.3.15 4.25 M9.4.25

M3.2.13 （庶務局・民事局・工業局・ （屯田憲兵事務） 　屯田事務局 　（陸軍省直属となる）

　樺太開拓使 　× 　刑法局・会計局・物産局） （庶務係・会計係） （庶務係・主計係）

M8.3.14

　屯田憲兵

K4.6.15 （内閣外）

　侍読 （行政官より） 宮内省 （宮内省官制制定） 宮内省 宮内省 宮内省 宮内省 宮内省 宮内省 宮内省 M19.2.5

　宮内省 　宮内省
M4.7.24 M10.8.29 　内事課

M2.2.9 　侍従長 × M10.9.6 M12.10.13

　典侍局 M3.11.7 9.28 　侍補局 　×（侍補を廃す） 　外事課

　次侍従 　×

　侍従職

　大少監 　文学御用掛 　侍講局

M2.4.8 　内辨事 × M3.3.28 M6.7.17 　式部職

　内膳司 　× M17.3.21

8.10 M5.4.5 　侍従局 　侍従職 　皇太后宮職

M2.7.8 　内舎人局 　× （内舎人ヲ廃ス） M8.1.20

　典医 　典医　× 　侍講 　皇后宮職

　御廐局 　× 　侍医 　侍医　× 　侍医 　侍医局

4.5 　馭者　× 　馭者 M11.2.28 M15.12.18 M16.12.18 4.21 　大膳職

10.22 　内賢 × M7.12.20 　御系譜掛 　内規取調局 　× 　内蔵寮

K4.閏4.21 　内匠司 　× （庶務課より） 　内廷課 8.27 　内蔵寮

　蔵人所[廃] 　　雑務掛 　御陵墓掛 　図書寮

M3.11.17 　調度司 　× 　　御内儀掛 M9.3.10 5.23 M10.1.10 M15.11.15 　主殿寮

　馬医師 　庶務課華族掛 （華族会館督部長局） 　華族部長局 　×　（宮内省）華族局

K3.12.9 　図書寮

　林和靖間詰 　[廃] 　馭者

M2.4.14 8.1 　　内匠寮 　内匠寮

K4.4.29 　内廷職 　内廷刷新（女官選任）

　御領所御用掛 （内廷知事） 　主馬寮

8.15 M8.4.14 12.2 M10.9.14 10.3

（祇候廃止） （正院より）式部寮 　（正院に属す） （太政官より）式部寮 　式部職 　諸陵寮

M11.1.22

（儀式課・祭事課・雅楽課・庶務課・記録課） 　　御料局 　御料局

　皇太后宮職 ×

二職一坊ハ4年8月10日ノ制ニ旧ニ仍ルトアリテ 　侍医局

五年正月改正ノ官制ニ載セス蓋シ其間廃セシナラン M10.8.29 M11.6.20

　皇后宮職 × 　調度局

　皇太后宮大夫亮 　皇后宮大夫亮

M16.9.22 　華族局

　春宮坊 × （京都）宮内省支庁

M2.5.15

　麝香間祗候

M4.6.12 　京都出張所

　皇族家事取扱

　内大臣

　　内大臣秘書官

　宮中顧問官

9.14

（大蔵省聽訟事務引渡）

刑部省 7.9 M5.8.3（司法職務定制） 司法省 司法省 司法省 司法省 司法省 司法省 司法省

　刑法事務科 　刑法事務局 　刑法官 　刑部省 　司法省 司法省
　　 M14.11.27 11.28

　　 内記課 × 上局

7.8 11.5 8.- 9.1 M8.8.30 　M19.1.20

　捕亡司 × 　逮部司 × 　　庶務課 　× 　書史課 ×　第一局 ×　庶務課 × 　書記局 　書記局 ×　大臣官房

（受付課・布告課・指令課・規則課） M12.12.25 M13.4.22

　　 編纂課 × 　　　 職員課 × 下局 　　学務課

12.2 8.18

鞫獄司 × 　囚獄司 ×　贓贖課 × 　受付課 ×　第二局 ×　翻訳課  　　　編纂課 × 第一局 　庶務局 　庶務局 ×　総務局

（履歴課・職員課・集法課・法学課・翻訳課・日誌課） 5.25

　　 照査課 × 第二局

　　 断獄課 　記録課 ×　第三局 ×  書籍課 　×　表紀課 × 第三局   民法局 　民法局 ×　民事局

M8.7.24 （刑法課・検務課・監倉課）

　検務課 　　 学校課 　　　 生徒課 ×

5.22 弾正台

監察司 ×　弾正台 × 　　断刑課 × 　出納課 ×　第四局 ×　会計課 × 第四局 　刑法局 　刑法局 ×　刑事局

（民法課・外務課） 4.16

6.27 12.27 　議法局 ×  刑事局 × 第五局

　監察司御用掛 × 9.14

M2.3.18   聽訟課 　日誌課 　　第五局 ×　刑法課 ×　民事局 × 第六局 　検務局 　検務局 ×

　刑律取調掛 （出納課・用度課・営繕課・調査課・精算課・贓贖課・雑務課）

　　 民法課 ×　　議事局 × 第七局

9.27 5.4 9.18 5.21 12.24 2.26

　　申律課 　明法寮 × 第六局 ×　刑法編纂課 　刑法編纂掛 ？ 　修補課 × 第八局 　会計局 　会計局 × 　会計局

M2.1.- （第二局中翻訳課を移す）

（会計官訴訟所を見よ） 　　 民法編纂課 　民法編纂掛 ？ 第九局

8.28 9.15 5.25 M15.6.8

　　警保寮 　 刑法草案取調掛 　検事局   × 　第十局 　記録局 　記録局 ×

10.24 　　　翻訳課

　法律字書取調掛 ？ 　　　製表課

12.17

　検事局 　治罪法取調掛 ？ 　議事局 　議事局 ×

5.24

（大審院諸裁判所職制章程）

M8.4.14 大審院 大審院 大審院 大審院 大審院 M19.5.5 M23.11.1

　司法省臨時裁判所 × 大審院 　大審院 　大審院
　M15.1.1

　臨時裁判所 　　高等法院 　高等法院 ×

8.18 M5.5.27 司法省裁判所

（東京府聽訟断獄事務引渡） 　司法省裁判所 ×

M8.5.9　東京上等裁判所 M14.10.6

　上等裁判所 　控訴裁判所 　控訴院 　控訴院

　巡回裁判所

　出張裁判所（未設）

12.26 8.5 M9.9.13 M10.2.19 6.20

K4.4.22 　東京裁判所 　府県裁判所 　府県裁判所 ×　地方裁判所 　始審裁判所 　始審裁判所 　地方裁判所

　運上所掛 　　　　　支庁（地方裁判所未設置の県） （札幌・根室始審裁判所設置）

12.22 M5.2.5

　鉄砲洲外国事務局 　東京運上所 　東京開市場裁判所 （大審院諸裁判所職制章程

（外国官被管） （東京府管轄） 　地方官判事兼任を認めず）

12.28

　各区裁判所 　裁判支庁 ×　区裁判所 　治安裁判所 　治安裁判所 　区裁判所

M6.4.28

　在清国領事

（日清修好条規により領事裁判権・会審権を獲得、M6.6.28駐箚） M9.2.26

　在朝鮮国理事官

（日本国朝鮮国修好条規）

K4.5.19 7.17 10.18

　江戸鎮台 　鎮将府 ×　（行政官へ）

（府県職制改定により県令参事の判事兼任認めず）

K4.1.21　　　　　　　　　　　1.27 M2.6.17 7.14

 （内国事務局）鎮台　　　裁判所 閏4.21 （版籍奉還） 府藩県 （廃藩置県） 府県 府県 府県 府県 府県 府県 府県

　府県 　府藩県 　府県
　藩 　藩 M14.12.28

（北海道・沖縄県の儀、函館始審裁判所管内を除き、従前の通所轄の官庁裁判）

鹿児島県 M5.9.29 M7.7.12 M9.5.17 M12.4.4

4.12 5.24 10.20 M3.6.20 M3.12.18 M4.5.29 在番奉行所（大和仮屋） 　外務省出張所 ×　内務省出張所 ×（琉球処分・沖縄置県）

関東監察使 　関八洲監察使 　越後按察使 × 　巡察使（日向県騒擾） 　（琉球） 9.14　（琉球藩） 　　（琉球藩） 　内務省出張所に琉球藩内の裁判警察事務を附す M15.7.27

M11.10.28 M12.5.12 　　M13.10.8 M14.10.7 　臨時巡察使 M19.10.7

M2.3.13 7.8 8.5 9.28 M4.1.4 　小笠原島内務省出張所 ×　東京府出張所 （島司）

　閏4.21  巡察使 　按察使 （三陸両羽磐城按察府） × 　巡察使（信州地方騒擾） 　裁判警察事務を附す （東京上等裁判所管轄内とす） （当分治安・始審裁判所の権限を以て裁判）

　　佐渡鎮撫使

M2.5.4

5.13 　岩代国巡察使

　隠岐監察使 12.24 M2.3.14 M2.5.20 M2.6.10

　五島監察使 　奥羽巡察使 　十津川巡察使 　三陸・両羽巡察使

12.26 M2.5.13 M2.6.18

　　　　五島表鎮撫使 　若松巡察使 　磐城国巡察使
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